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目標としていた達成水準を上回る成果を出した（１００％超）

目標としていた達成水準に到達した（１００％）

わずかに目標の達成水準に達しなかった（90％以上100％未満）

目標の達成水準には届かなかった（６０％以上９０％未満）
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◎部局目標１ 関連の施策・基本事業No 5-4 【これまでの経緯】
市債発行の抑制等により将来負担比率は改善して
きましたが、類似団体と比較して依然として高い水
準にあります。

【目標が達成された姿（理想）】
一般財源規模に見合う歳出構造が確立され、将来
負担比率が安定的に低減し、健全な財政運営が持
続された状態。

【現状分析】
将来負担比率は改善傾向にありますが、公共施設
更新や大規模事業の実施に伴い、市債発行額の増
加が見込まれることから、将来世代への負担の増
大が懸念されています。

【課題】
将来の財政負担の軽減を図るため、事業ごとに充
当可能な起債の種類、充当率及び交付税措置の内
容を整理し、普通交付税による財源措置のある地
方債を優先的に活用します。

令和８年度決算見込（令和８年度最終予算）ベー
スの将来負担比率を55.3％以下とします。

≪達成水準の55.3％の考え方≫
総合計画成果指標（R9：55.0％）の達成に向け、
設定時点の数値（R5：56.3％）から段階的に改善
する中間目標として設定

▼

業績目標 表題 現状や課題 達成水準
（どこまでできれば達成したといえるか）

達成状況
（自己評価）

理由

適正な規模による効
果的、効率的な財政
運営に向けた改革に
常に取り組みます。

市債発行の抑制と有効活用の均
衡を図りながら将来負担比率の
改善を進め、持続可能な行政運
営を確立します。

公有財産の有効利用 市有財産の有効利用

◎部局目標２ 関連の施策・基本事業No 5-4 〈これまでの経緯〉
未利用市有財産の有効活用に向けて、民間や地域
を含めた積極的な利活用を推進している。

〈取り組む目的〉
未利用市有財産の有効活用により、市民サービス
向上のための財源を創出する。

〈現状分析〉
活用が困難な市有財産もあるため、活用方法を検
討する余地がある。

〈課題〉
市有財産の有効活用の観点から、他の手法による
活用方法等について検討する必要がある。

〈目標数値〉
未利用市有財産利活用件数：３件

〈達成された状態〉
市有財産の貸付、譲渡契約を締結している。

〈手段・工程〉
市有財産の活用にあたって、様々な手法を用い
る。

▼



〈目標〉
・市民税申告窓口受付時におけるデータ同時入
力に向けた環境の整備。
・固定資産税の通知等に係る法務局とのデータ
連携に向けた環境の整備。

〈達成された状態〉
・市民税申告における窓口での受付時にデータ
入力を行う環境が整備されるなど事務処理全体
に係る時間削減が図れている状態。市民税係の
年間平均時間外勤務が一人あたり330時間以内
とする。
・法務局とのデータ連携が完了し、登録免許税算
定に係る法務局から依頼される評価通知の発行
が省略できる環境が整うなど事務処理全体に係
る時間削減が図れている状態。資産税係の年間
平均時間外勤務が一人あたり252時間以内とす
る。

〈手段・行程〉
・市民税申告における窓口受付開始時期に職員
が端末を使って受付ができるよう、窓口や会場の
体制整備、端末の整備、担当職員の研修等を実
施する。
・法務局とのデータ連携のテストを早期に行い、
登録免許税算定に係る評価通知の発行が省略
できるよう調整を行う。

▼税収確保と債権管理
電子化の推進による効率化と適
正な課税業務の推進

◎部局目標３ 関連の施策・基本事業No 5-4 〈これまでの経緯〉
・各種業務の電子化は着実に進展しており、令和7
年度は、標準化の実施、マイナンバーと紐づけされ
ていない固定資産税納税義務者10,202件（調査開
始時点の全件）の紐づけ作業を行った。

〈取り組む目的〉
・電子化による業務の効率化と適正な課税業務の
両立を図る。

〈現状分析〉
・電子化による効率化あるいは適正な課税につなが
る業務が依然として残っている。

〈課題〉
・さらなる課税業務の電子化推進により効率化を図
る必要がある一方、準備や調整（外部を含む）に時
間を要したり、予算要求を伴う場合もある。

▼税収確保と債権管理 市税収納率の向上

◎部局目標４ 関連の施策・基本事業No 5-4 〈これまでの経緯〉
納付手段の拡充やWEB口座振替申込の導入により
納税の利便性を向上させ、現年度の滞納者に対し
ては迅速な滞納整理・処分を実施し、滞納繰越を防
ぐ取組みを強化している。これにより、収納率の向
上に努めている。

〈目標が達成された姿（理想）〉
納税の公平性と税収の確保

〈現状分析〉
市税収納率は増加傾向にあり、令和６年度の収納
率は前年度比1.16％増の98.13％であった。

〈課題〉
・目まぐるしい社会情勢や人口減少の中、高い市税
収納率を維持する必要がある。
・収納率向上のため、納付者の利便性を維持する
必要がある。
・職員の徴収スキルの継承と意識の向上

〈目標数値〉
市税収納率を97％以上を維持する。

〈達成された状態〉
納期内納付者が増加し、安定した自主財源が確
保される。

〈手段・工程〉
・現年度の納期内納付者の増加を図るため、い
つでも、どこでもキャッシュレス納付ができるeL-
QRコードなどのさらなる周知を図る。

・新たな滞納繰越を防ぐため、職員のスキルアッ
プや技能・知識継承を図るとともに、現年度催告
を中心とした通知等を行い、速やかに納税相談
や滞納整理を実施する。


